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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縦方向及び横方向を有し、前ウエスト域を形成する前ウエストパネルと、後ウエスト域
を形成する後ウエストパネルと、前記前後ウエストパネルの間に位置してクロッチ域を形
成し、吸収体を有する吸収パネルとを含む大人用のパンツ型着用物品において、
　非伸長状態において、前記前ウエストパネルの上端縁から下端縁までの長さ寸法である
第１寸法が、前記前ウエストパネルの前記下端縁から前記吸収パネルの下端縁までの長さ
寸法である第２寸法よりも小さく、
　前記第１寸法と前記第２寸法との合計寸法が、２５０～２９０ｍｍであって、
　非伸長状態において、前記前ウエストパネルの前記下端縁のうちの前記吸収パネルと重
なる部分の前記横方向の長さ寸法である第３寸法に対して、前記下端縁のうちの前記重な
る部分の前記横方向の外側に位置する、一対の非重畳部分のうちの一方の非重畳部分の前
記横方向の寸法である第４寸法が４５～８０％の大きさであって、
　前記吸収体の保水量は、１５０～４００ｇであって、
　前記前ウエスト域において前記横方向へ延びる前ウエスト弾性体の配置された伸縮域の
伸長応力が、前記後ウエスト域において前記横方向へ延びる後ウエスト弾性体が配置され
た伸縮域の伸長応力よりも高くなっており、
　前記吸収体は、吸液性コアを有し、
　前記吸収パネルの肌対向面側において前記縦方向へ延びる一対の防漏カフスをさらに有
し、前記防漏カフスは、前記吸液性コアの側縁の前記横方向の外側において前記縦方向へ
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延びる基端部と、前記縦方向へ延びる複数条のカフ弾性体が配置された自由部とを有し、
前記防漏カフスの前記基端部の前記横方向の外側には、前記縦方向へ延びるサイド延出部
が位置し、前記サイド延出部には、レッグ弾性体が配置されており、
　前記サイド延出部の厚さ方向における寸法が、前記吸液性コアが配置された、前記吸収
パネルの中央部の厚さ方向における寸法よりも大きいことを特徴とする前記着用物品。
【請求項２】
　前記吸収パネルの前記中央部の厚さ寸法が２．０～４．０ｍｍ、前記吸収パネルの前記
サイド延出部の厚さ寸法が５．０～７．０ｍｍである請求項１に記載の着用物品。
【請求項３】
　伸長した状態において、前記第１寸法は１８０～２１０ｍｍ、前記第２寸法は、１７０
～１９０ｍｍ、前記第３寸法は１９０～２１０ｍｍ、前記第４寸法は、１７０～２７０ｍ
ｍである請求項１又は２に記載の着用物品。
【請求項４】
　前記サイド延出部は、親水性層と、前記親水性層を前記厚さ方向において被覆する疎水
性層とを有する請求項１～３のいずれかに記載の着用物品。
【請求項５】
　前記吸収体の肌対向面側を被覆する透液性の内面シートを有し、前記親水性層は、前記
吸収体の両側縁からさらに前記横方向の外側へ延出する前記内面シートの延出部分を有す
る請求項４に記載の着用物品。
【請求項６】
　前記吸収体は、前記吸液性コアを包被するコアカバーシートをさらに有し、前記親水性
層は、前記吸液性コアの両側縁からさらに前記横方向の外側へ延出する前記コアカバーシ
ートの延出部分を有する請求項４又は５に記載の着用物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、主として大人用のパンツ型着用物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、前ウエスト域を形成する前ウエストパネルと、後ウエスト域を形成す
る後ウエストパネルと、前後ウエストパネルの間に位置してクロッチ域を形成する吸収パ
ネルと、吸液性コアと、吸収パネルの前記肌対向面側において縦方向へ延びる一対の防漏
カフスとを含むパンツ型着用物品が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】国際公開２００６／０１７７１８号（ＷＯ２００６／０１７７１８号）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に開示のパンツ型着用物品では、十分な体液の吸収量を確保するために吸収
体の幅寸法を大きくして、排泄後に吸収体が体液を吸収して重みが増したとしても位置ず
れしないように、ウエスト周りの縦寸法を身体のそれよりも大きく形成していた。しかし
、かかる着用物品を着用すると、レッグ開口が相対的に小さくなって着用する際に、レッ
グ開口に脚先が引っ掛ったり、下着等の衣類の上端からおむつの上端がはみ出たりするこ
とがある。また、股下部分がごわついて、一部が折れ曲がって段差状の外形ラインが衣服
の上に現れて、外観においておむつを着用していることを他人に認識されることがある。
特に、軽失禁のためにおむつを初めて着用する女性の着用者にとっては、かかる着用のし
難さ、見た目の悪さ及びそれによっておむつを着用していることを他人に知られることが
あることに対して抵抗感を感じることがある。
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【０００５】
　本発明の目的は、従来の技術の改良であって、比較的にスリムな吸液性コアを備えると
ともに、吸液性コアの保水量以上の体液を一時的に拡散、保液することができ、女性が抵
抗感なく着用することのできる大人用のパンツ型着用物品の提供にある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、縦方向及び横方向を有し、前ウエスト域を形成する前ウエストパネルと、後
ウエスト域を形成する後ウエストパネルと、前後ウエストパネルの間に位置して前記クロ
ッチ域を形成し、吸収体を有する吸収パネルとを含む大人用のパンツ型着用物品に関する
。
【０００７】
　本発明に係るパンツ型着用物品は、非伸長状態において、前記前ウエストパネルの上端
縁から下端縁までの長さ寸法である第１寸法が、前記前ウエストパネルの前記下端縁から
前記吸収パネルの下端縁までの長さ寸法である第２寸法よりも小さく、前記第１寸法と前
記第２寸法との合計寸法が、２５０～２９０ｍｍであって、非伸長状態において、前記前
ウエストパネルの前記下端縁のうちの前記吸収パネルと重なる部分の前記横方向の長さ寸
法である第３寸法に対して、前記下端縁のうちの前記重なる部分の前記横方向の外側に位
置する、一対の非重畳部分のうちの一方の非重畳部分の前記横方向の寸法である第４寸法
が４５～８０％の大きさであって、前記吸収体の保水量は、１５０～４００ｇであって、
前記前ウエスト域において前記横方向へ延びる前ウエスト弾性体の配置された伸縮域の伸
長応力が、前記後ウエスト域において前記横方向へ延びる後ウエスト弾性体が配置された
伸縮域の伸長応力よりも高くなっており、前記吸収体は、吸液性コアを有し、前記吸収パ
ネルの肌対向面側において前記縦方向へ延びる一対の防漏カフスをさらに有し、前記防漏
カフスは、前記吸液性コアの側縁の前記横方向の外側において前記縦方向へ延びる基端部
と、前記縦方向へ延びる複数条のカフ弾性体が配置された自由部とを有し、前記防漏カフ
スの前記基端部の前記横方向の外側には、前記縦方向へ延びるサイド延出部が位置し、前
記サイド延出部には、レッグ弾性体が配置されており、前記サイド延出部の厚さ方向にお
ける寸法が、前記吸液性コアが配置された、前記吸収パネルの中央部の厚さ方向における
寸法よりも大きいことを特徴とする。
【０００８】
　前記吸収パネルの前記中央部の厚さ寸法が２．０～４．０ｍｍ、前記吸収パネルの前記
サイド延出部の厚さ寸法が５．０～７．０ｍｍである。
【０００９】
　伸長した状態において、前記第１寸法は１８０～２１０ｍｍ、前記第２寸法は、１７０
～１９０ｍｍ、前記第３寸法は１９０～２１０ｍｍ、前記第４寸法は、１７０～２７０ｍ
ｍであることから、着用状態において、比較的に股上が小さなローライズのような外観を
呈し、すっきりとした印象を与えることができる。
【００１１】
　前記サイド延出部は、親水性層と、親水性層を前記厚さ方向において被覆する疎水性層
とを有することから、親水性層において吸収体の保水量以上の体液を一時的に保持するこ
とができるとともに、親水性層が疎水性層に被覆されることによって体液の漏れが抑制さ
れる。
【００１２】
　吸収体の肌対向面側を被覆する透液性の内面シートを有し、親水性層は、吸収体の両側
縁からさらに横方向の外側へ延出する内面シートの延出部分を有することから、内面シー
トの液拡散性及び保液性を利用することによって、吸収体の保水量以上の体液を一時的に
保持することができる。
【００１３】
　前記吸収体は、前記吸液性コアを包被するコアカバーシートをさらに有し、前記親水性
層は、前記吸液性コアの両側縁からさらに前記横方向の外側へ延出する前記コアカバーシ
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ートの延出部分を有することから、コアカバーシートの液拡散性及び保液性を利用するこ
とによって、吸収体の保水量以上の体液を一時的に保持することができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明に係る大人用のパンツ型着用物品によれば、股上が比較的に浅く、かつ、着用が
容易であって、着用者の体形にフィットしたすっきりとした印象を与えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
　図面は、本開示に係る本発明の特定の実施の形態を示し、発明の不可欠な構成ばかりで
なく、選択的及び好ましい実施の形態を含む。
【図１】本開示に係るパンツ型着用物品の一例として示す使い捨ておむつの斜視図。
【図２】おむつを肌対向面側から視た一部破断展開平面図。
【図３】図２のＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿う断面図。
【図４】図３のＩＶ線で囲んだ領域の拡大図。
【図５】（ａ）おむつの非伸長状態における平面図。（ｂ）おむつを穿かせたドールに衣
服を着用させた場合における、衣服の外形ラインの変化を測定する態様を示す図。
【図６】（ａ）従来のおむつの一例であるおむつの非伸長状態における平面図。（ｂ）従
来のおむつを穿かせたドールに衣服を着用した場合における、衣服の外形ラインの変化を
測定する態様を示す図。
【図７】（ａ）女性用下着の一例である下着の非伸長状態における平面図。（ｂ）下着を
穿かせたドールに衣服を着用させた場合における、衣服の外形ラインの変化を測定する態
様を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　下記の実施の形態は、図１～図７に示す、本発明の主として大人用として使用されるプ
ルオン着用物品の一例である使い捨ておむつ１０に関し、発明の不可欠な構成ばかりでは
なく、選択的及び好ましい構成を含む。図２において、後述する各弾性体は、その収縮力
に抗して、横方向Ｘ及び縦方向Ｙへの収縮力により、各弾性体が取り付けられたおむつ１
０の構成要素に生じたギャザーが自然な視覚によって実質的に無くなっているように見え
る程度にまで伸長された状態にある。
【００１７】
　図１～図３を参照すると、使い捨ておむつ１０は、縦方向Ｙ及びそれに交差する横方向
Ｘと、厚さ方向Ｚと、肌対向面及びその反対側の非肌対向面と、横方向Ｘの長さ寸法を二
等分する縦断中心線Ｐと、縦方向Ｙの長さ寸法を二等分する横断中心線Ｑとを有し、縦断
中心線に関してほぼ対称であり、前ウエスト域１１と、後ウエスト域１２と、前ウエスト
域１１および後ウエスト域１２の間に位置するクロッチ域１３とを含む。この発明におい
て、パンツ型着用物品とは、プルオン着用物品を意味し、画定されたウエスト開口及びレ
ッグ開口を有し、着用者のレッグをレッグ開口に挿入してその物品をウエスト上に引き上
げて着用者の体に着けられる物品を指す。その物品は、一対のレッグホースの有無を問わ
ない。
【００１８】
　おむつ１０は、前ウエスト域を形成する前ウエストパネル１４と、後ウエスト域を形成
する後ウエストパネル１５と、前後ウエストパネル１４，１５間において縦方向Ｙへ延び
、クロッチ域１３を形成する吸収パネル１６とを含む。
【００１９】
　吸収パネル１６は、前ウエスト域１１の肌対向面側に位置する前端部１９Ａと、後ウエ
スト域１２の肌対向面に位置する後端部１９Ｂと、前後端部１９Ａ，１９Ｂ間に位置する
中間部１９Ｃとを有する。本実施形態において、吸収パネル１６の前後端部１９Ａ，１９
Ｂは、それぞれ、前後ウエスト域１１，１２の肌対向面側に位置しているが、前後端部１
９Ａ，１９Ｂが前後ウエスト域１１，１２の非肌対向面に位置するように、吸収パネル１
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６を前後ウエストパネル１４，１５の外面に固定されてもよい。
【００２０】
　前ウエスト域１１の両側縁部と後ウエスト域の両側縁部とは、縦方向Ｙへ断続する複数
のサイドシーム２５によって互いに接合され、ウエスト開口２６と一対のレッグ開口２７
とが画成されている。サイドシーム２５は、ホットメルト接着剤等の各種接着剤による接
着手段、ヒートシール、ソニック等の溶着手段による各種公知の接合手段またはそれらの
組み合わせによって形成することができる。
【００２１】
　前ウエストパネル１４は、前レッグ開口の一部を形成する下端縁（前ウエスト域の下端
縁）１４ａと、前ウエスト開口を形成する上端縁（前ウエスト域の上端縁）１４ｂと、上
下端縁１４ａ，１４ｂ間において縦方向Ｙへ延びる両側縁１４ｃ，１４ｄ（前ウエスト域
の両側縁）とによって画定された横長矩形状を有する。また、前ウエストパネル１４は、
肌対向面側に位置する不透液性の内層シート１７と、非肌対向面側に位置する不透液性の
外層シート１８と、内外層シート１７，１８間において、横方向Ｘへ伸長状態で収縮可能
に配置された複数条のストランド状又はストリング状の前ウエスト弾性体２０とを有する
。
【００２２】
　後ウエストパネル１５は、後レッグ開口の一部を形成する下端縁（後ウエスト域の下端
縁）１５ａと、後ウエスト開口を形成する上端縁（後ウエスト域の上端縁）１５ｂと、上
下端縁１５ａ，１５ｂ間において縦方向Ｙへ延びる両側縁（後ウエスト域の両側縁）１５
ｃ，１５ｄとを有する。後ウエストパネル１５は、肌対向面側に位置する不透液性の内層
シート２１と、非肌対向面側に位置する疎水性及び／又は不透液性の外層シート２２と、
内外層シート２１，２２間において、横方向Ｘへ伸長状態で収縮可能に配置された複数条
のストランド状又はストリング状の後ウエスト弾性体２３とを有する。
【００２３】
　前ウエスト弾性体２０は、上端縁１４ｂに沿って横方向Ｘに延びる複数条の前上方ウエ
スト弾性体２０Ａと、前上方ウエスト弾性体２０Ａと下端縁１４ａとの間に位置する前下
方ウエスト弾性体２０Ｂとを有する。後ウエスト弾性体２３は、ウエスト開口縁に沿って
横方向Ｘに延びる複数条の後上方ウエスト弾性体２３Ａと、後上方ウエスト弾性体２３Ａ
と下端縁１５ａとの間に位置する後下方ウエスト弾性体２３Ｂとを有する。前下方ウエス
ト弾性体２０Ｂは、吸収パネル１６の前端部１９Ａとおむつ１０の平面視において互いに
重なるように位置し、後下方ウエスト弾性体２３Ｂは、吸収パネル１６の後端部１９Ｂと
平面視において互いに重なるように位置している。
【００２４】
　前後ウエストパネル１４，１５の内外層シート１７，１８，２１，２２は、不透液性で
あって好ましくは通気性を有する、質量が約１０～４０ｇ／ｍ２、繊維密度が約０．０３
～０．１ｇ／ｃｍ３のスパンボンド繊維不織布、ＳＭＳ（スパンボンド・メルトブローン
・スパンボンド）繊維不織布、エアスルー繊維不織布等の各種公知の繊維不織布を用いる
ことができる。
【００２５】
　前後ウエスト弾性体２０，２３において、前後上方ウエスト弾性体２０Ａ，２３Ａとし
ては、例えば、繊度が約６００～１２００ｄｔｅｘであって、約２．５～３．５倍に伸長
された状態で収縮可能に配置されたストリング状又はストランド状の弾性材料を用いるこ
とができる。また、前後下方ウエスト弾性体２０Ｂ，２３Ｂとしては、例えば、繊度が約
４００～８００ｄｔｅｘであって、約１．５～３．０倍に伸長された状態で収縮可能に配
置されたストリング状又はストランド状の弾性材料を用いることができる。前下方ウエス
ト弾性体２０Ｂが配置された伸縮域の伸長応力が、後下方ウエスト弾性体２３Ｂが配置さ
れた伸縮域の伸長応力よりも高くなっていることが好ましい。
【００２６】
　前後ウエスト弾性体２０，２３の繊度、伸長倍率、各弾性体間の離間寸法（ピッチ）等
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の各種条件は必要に応じで適宜変更することが可能であるが、ウエスト開口側において着
用者の身体に安定的に着用されるために、前後上方ウエスト弾性体２０Ａ，２３Ａによる
伸縮域の伸長応力が前後下方ウエスト弾性体２０Ｂ，２３Ｂによる伸縮域の伸長応力より
も高くなるように各弾性体の条件を設定することが好ましい。また、前後ウエスト域１１
，１２に所要の弾性力を付与できる限りにおいて、前後ウエスト弾性体２０，２３の代わ
りに、または、それとともに、弾性伸縮性シートを前後ウエスト域１１，１２の内面側又
は外面側に配置してもよい。おむつ１０の外面全体に前後ウエスト弾性体２０，２３が配
置されることによって、その外面には複数のギャザーが形成され、全体としてギャザーリ
ングされている。
【００２７】
　吸収パネル１６は、前後端縁１６ａ，１６ｂと両側縁１６ｃ，１６ｄとによって画定さ
れた縦長方形状であって、前後端部１９Ａ，１９Ｂが、前後ウエストパネル１４，１５の
肌対向面に、例えばホットメルト接着剤を塗布してなる前後接合域（図示せず）を介して
互いに接合されている。前後接合域におけるホットメルト接着剤の塗布パターンは、例え
ば、縦方向Ｙへ延びる複数のライン状のほかに、Ω状、スパイラル状、波状等の各種公知
の形状を採用することができる。
【００２８】
　図２～図４を参照すると、吸収パネル１６は、肌対向面側に位置する親水性／透液性の
内面シート（身体側ライナ）３１と吸収体３３とから構成された吸液構造体３０と、吸液
構造体３０の非肌対向面側に位置する疎水性の被覆シート３２と、吸液構造体３０の非肌
対向面側において、少なくともその底面を被覆する大きさを有する疎水性又不透液性の防
漏プラスチックフィルム３４とを有する。吸収体３３は、吸液性コア３５と吸液性コア３
５の全体を包被するコアカバーシート３６とを有する。
【００２９】
　吸液性コア３５は、所要の形状に賦形された半剛性のパネル形状であって、横方向Ｘへ
延びる前後端縁と、前後端縁間において縦断中心線Ｐに向かって（横方向Ｘの内側へ向か
って）凸曲して延びる両側縁３５ｃ，３５ｄとを有する。また、吸液性コア３５は、木材
フラッフパルプと、当業界で慣用されている超吸収性ポリマー粒子（ＳＡＰ）とを含む。
着用物品１０が大人用かつ軽失禁用のおむつとして使用される場合には、吸液性コア３５
の厚さ寸法が比較的に小さいことが好ましく、例えば、ＳＡＰの質量を木材フラッフパル
プの質量に対して相対的に小さくすることによって、所要の吸水量を保持しつつ、その厚
さ寸法を小さくしてもよいし、また、吸液性コア３５をＳＡＰのみから形成されてもよい
。
【００３０】
　内面シート３１とコアカバーシート３６とは、親液性（親水性）及び液拡散性を有する
シート材料から形成されるものであって、その材料としては、例えば、質量約１５～２５
ｇ／ｍ２の親水化処理されたスパンボンド繊維不織布、ＳＭＳ繊維不織布等を用いること
ができる。コアカバーシート３６の材料としては、内面シート３１と同種類のシート材料
であってもよいが、好適には、ティッシュペーパである。また、その厚さ寸法は、内面シ
ート３１のそれに比べて小さく、吸液性コア３５を所要形状に保形できる程度の強度を実
現する厚さ寸法であればよい。被覆シート３２は、疎水性又は実質的に不透液性のシート
材料から形成されており、例えば、質量約１５～３０ｇ／ｍ２のＳＭＳ繊維不織布やスパ
ンボンド不織布等から形成される。防漏フィルム３４は、好ましくは通気性を有する、疎
水性のシート材料、例えば、質量約１０～２５ｇ／ｍ２の透湿性プラスチックフィルムか
ら形成される。
【００３１】
　吸液構造体３０において、内面シート３１は吸液性コア３５の両側縁３５ｃ，３５ｄか
らさらに横方向Ｘの外側へ延びている。具体的には、吸液性コア３５の肌対向面側を被覆
する内面シート３１は、吸収パネル１６の両側縁１６ｃ，１６ｄに沿って縦方向Ｙへ延び
る折曲ライン（図示せず）に沿って折り曲げられて縦断中心線Ｐへ向かって延び、その外
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側縁部３１ｂが吸液性コア３５の非肌対向面側に位置している。また、吸液性コア３５を
包被するコアカバーシート３６は、吸液性コア３５の外形寸法よりもひとまわり大きな外
形を有する。内面シート３１とコアカバーシート３６とは、それぞれ、吸液性コア３５の
両側縁３５ｃ，３５ｄから横方向の外側へ延びる延出部分３１Ａ，３６Ａを有し、これら
延出部分３１Ａ，３６Ａによって、吸液性コア３５の横方向Ｘの外側には親水性層（吸液
性層）５０が形成される。
【００３２】
　親水性層５０は、内面シート３１とコアカバーシート３６との折り重ねた延出部分３１
Ａ，３６Ａから形成されていることから４層構造を有する。ただし、所要の保液性能を有
する限りにおいて、内面シート３１の延出部分３１Ａとコアカバーシート３６の延出部分
３６Ａとは、２層構造ではなく単層構造であってもよいし、親水性層５０が内面シート３
１の延出部分３１Ａのみから形成されていてもよい。また、吸液性コア３５の両側縁３５
ｃ、３５ｄが凹曲状を有していることから、親水性層５０はクロッチ域１３の中央部にお
いてその横方向Ｘの寸法が最も大きく、前後ウエスト域１１，１２において該寸法が最も
小さくなっている。
【００３３】
　吸収パネル１６は、かかる構成を有することによって、縦方向Ｙへ延びる一対の防漏カ
フス６０と、防漏カフス６０の横方向Ｘの外側に位置する一対のサイド延出部（ガスケッ
トカフス）６１とを含む。防漏カフス６０は、被覆シート３２の両側部４２のうちの端部
接合域４８を介して内面シート３１に固定された両端固定部と、内側接合域４７を介して
内面シート３１に固定された縦方向Ｙへ延びる基端部（近位部）６２と、両端固定部間に
おいて縦方向Ｙへ延び、かつ、基端部６２と並行して縦方向Ｙへ延びる自由部（遠位部）
６３とを有する。自由部６３には、カフ弾性体６４が伸長状態で収縮可能に配設されてい
る。着用状態において、カフ弾性体６４が収縮することによって、該縁部が内面シート３
１から着用者の身体側へ離間し、着用者の大腿部にフィットして排泄物の漏れを防止する
。
【００３４】
　本実施形態において、防漏カフス６０とサイド延出部６１とは、被覆シート３２から形
成されているが、防漏カフス６０は被覆シート３２と別体のシート材料から形成されてい
てもよい。かかる場合には、防漏カフス６０は、主として排泄物の漏れを防止するもので
あるから、必ずしも不透液性のシートから形成する必要はない。また、防漏カフス６０の
自由部６３又はカフ弾性体６４として弾性伸縮性シートを使用してもよい。被覆シート３
２は、吸液構造体３０が配置された主体部４１と、主体部４１の横方向Ｘの両側に位置す
る両側部４２と、吸液構造体３０の非肌対後面側へ折り曲げられた外側縁部４２Ａとを有
する。
【００３５】
　吸収パネル１６のサイド延出部６１は、内面シート３１の延出部分３１Ａとコアカバー
シート３６の延出部分３６Ａとから構成された親水性層５０と、親水性層５０を厚さ方向
Ｚにおいて覆う疎水性層５１，５２とを有する。疎水性層５１，５２は、親水性層５０の
非肌対向面側を被覆する第１疎水性層（下側層）５１と、親水性層５０の肌対向縁側を被
覆する第２疎水性層（上側層）５２とを有する。第１疎水性層５１は、被覆シート３２の
主体部４１と、外側縁部４２Ａ及び防漏フィルム３４から構成された３層構造を有し、第
２疎水性層５２は、被覆シート３２の両側部４２から構成された２層構造を有する。第１
疎水性層５１を形成する防漏フィルム３４の側縁部と被覆シート３２の外側縁部４２Ａと
の間には、複数条のレッグ弾性体６５が伸長状態で収縮可能に取り付けられている。吸収
パネル１６のサイド延出部６１は、第１疎水性層５１に位置するレッグ弾性体６５の収縮
作用によって、少なくとも縦方向Ｙへ弾性を有する。
【００３６】
　おむつ１０の着用状態において、防漏カフス６０がカフ弾性体６４の収縮作用によって
着用者の身体側へ向かって起立し、サイド延出部６１が、レッグ弾性体６５の収縮力によ
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って大腿部の付け根近傍にフィットされている。このように、おむつ１０のレッグ開口縁
部が、防漏カフス６０とサイド延出部６１とによって比較的に広い範囲で身体に当接され
るので、防漏カフス６０のみによって排泄物の横漏れを防止する場合に比して、排泄物の
横漏れをより効果的に防止しうる。
【００３７】
　サイド延出部６１は、親水性層５０の非肌対向面側を被覆する第１疎水性層５１と親水
性層５０の肌対向面側を被覆する第２疎水性層５２とを有することから、親水性層５０に
おいてその両側縁部まで拡散、吸収された体液が外部に漏れ出るのを抑制することができ
る。さらに、サイド延出部６１において、第１及び第２疎水性層５１，５２は親水性層５
０全体を包被するように被覆シート３２を折り曲げて形成しており、親水性層５０の横方
向Ｘの外側にも疎水性層が位置することから体液が外部に漏れ出ることはない。
【００３８】
　図５（ａ）は、本実施形態に係るおむつ１０の非伸長状態における平面図、図５（ｂ）
は、おむつ１０を穿かせたドール９１に衣服（ズボン）９２を着用させた場合における、
衣服９２の外形ラインの変化を測定する態様を示す図、図６（ａ）は、従来のおむつの一
例であるおむつ１１０の非伸長状態における平面図、図６（ｂ）は、従来のおむつ１１０
を穿かせたドール９１に衣服９２を着用させた場合における、被服の外形ラインの変化を
測定する態様を示す図、図７（ａ）は、女性用下着の一例である下着２１０の非伸長状態
における平面図、図７（ｂ）は、下着２１０を穿かせたドール９１に衣服９２を着用させ
た場合における、被服の外形ラインの変化を測定する態様を示す図である。図５（ａ），
図６（ａ）及び図７（ａ）に示すとおり、非伸長状態とは、おむつ１０、従来のおむつ１
１０、下着２１０それぞれの縦方向の寸法を２等分する横断中心線（吸収パネルの下端縁
）に沿って、平坦になるようにそれらを折り曲げた状態を意味するものである。
【００３９】
　図５（ｂ）においては、平均的な女性の下半身の形態を有する測定用のドール９１を、
その背面に位置する壁面９０から最も近接する位置において２３ｍｍ離間するように配置
した。次に、ドール９１におむつ１０を穿かせたうえで、ドール９１にフィットするよう
な、好ましくは伸縮性素材から形成された、衣服（ズボン）９２を穿かせた状態で、壁面
９０から最も近接する位置Ｕ１の離間距離Ｒ１（ｍｍ）を測定した。図６（ｂ）及び図７
（ｂ）においても、おむつ１０の場合と同様の条件で、従来のおむつ１１０と下着２１０
をそれぞれドール９１に穿かせて測定し、最も近接する位置Ｕ２，Ｕ３の離間距離Ｒ２，
Ｒ３（ｍｍ）を測定した。衣服９２は、女性用の股上が比較的に浅いタイプ（いわゆる、
ローライズタイプ）であって、股上寸法が２１０ｍｍのものを使用した。
【００４０】
　図５（ａ）を参照すると、おむつ１０は、正面視において、記述の便宜上、前ウエスト
パネル１４からなる上方部分８１と、それよりも下方に位置する下方部分８２とに区分さ
れる。おむつ１０は、非伸長状態（収縮状態）において、前ウエストパネル１４の上端縁
１４ｂから下端縁１４ａまでの縦方向Ｙの寸法である第１寸法（上方部分８１の縦寸法）
Ｌ１が１１０～１４０ｍｍ、前ウエストパネル１４の下端縁１４ａから吸収パネル１６の
最下端（横断中心線Ｑ上の点）までの離間寸法である第２寸法（下方部分８２の縦寸法）
Ｌ２は、１４０～１５０ｍｍ、前ウエストパネル１４の下端縁１４ａのうちの吸収パネル
１６と重なる部分（重畳部分）の横方向Ｘの長さ寸法である第３寸法Ｌ３は１２０～１４
０ｍｍ、前ウエストパネル１４の下端縁１４ａのうちの重畳部分の横方向Ｘの外側に位置
する一対の非重畳部分のうちの一方の非重畳部分の横方向Ｘの寸法である第４寸法（レッ
グ開口の幅寸法）Ｌ４は、５０～９０ｍｍである。なお、第１寸法Ｌ１と第２寸法Ｌ２と
は、縦断中心線Ｐに沿って測定した。
【００４１】
　また、図示していないが、おむつ１０を縦方向Ｙ及び横方向Ｘに伸長した状態において
は、前ウエスト域１１（又は後ウエスト域１２）の横方向Ｘの寸法Ｗ１が５５０～７４０
ｍｍ、第１寸法Ｌ１は１８０～２１０ｍｍ、第２寸法Ｌ２は、１７０～１９０ｍｍ、第３
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寸法Ｌ３は１９０～２１０ｍｍ、第４寸法Ｌ４は、１７０～２７０ｍｍである。
【００４２】
　図６（ａ）を参照すると、比較例１のおむつ１１０は、本実施形態に係るおむつ１０と
同様の基本的構造（ただし、サイド延出部６１に関する構成は有しない）を有するもので
あって、前ウエスト域１１１を形成する前ウエストパネル１１４と後ウエスト域を形成す
る後ウエストパネルと、前後ウエストパネル１１４の肌対向面側に取り付けられた吸収パ
ネル１１６とを含む。前ウエストパネル１１４と後ウエストパネルとは、両側縁部が縦方
向Ｙへ断続するサイドシーム１２５を介して互いに接合されており、吸収パネル１１６は
、前ウエストパネル１１４の肌対向面側に位置する前端部１１９Ａと、後ウエストパネル
の肌対向面側に位置する後端部と、前端部１１９Ａと後端部との間に位置する中央部１１
９Ｃとを有する。前ウエストパネル１１４には、ウエスト開口側において横方向Ｘへ延び
る複数条の前上方ウエスト弾性体１２０Ａとその下方において横方向Ｘへ延びる前下方ウ
エスト弾性体１２０Ｂとが配置されている。前ウエストパネル１１４において吸収パネル
１１６の前端部１１９Ａと重なる部分において、前下方ウエスト弾性体１２０Ｂは切断、
除去されており、後ウエストパネルにおいても同様の構成を有する。また、従来のおむつ
１１０は、説明の便宜上、前ウエストパネル１１４と後ウエストパネルとからなる上方部
分１８１と、それよりも下方に位置する下方部分１８２とに区分される。
【００４３】
　従来のおむつ１１０は、平均的な大人用のおむつの各寸法を有するものであって、非伸
長状態において、前後ウエストパネル１１４の上端縁１１４ｂから下端縁１１４ａまでの
縦方向Ｙの寸法である第１寸法（上方部分１８１の縦寸法）Ｍ１は、１５０～１７０ｍｍ
である。また、前ウエストパネル１１４の下端縁１１４ａから吸収パネル１１６の最下端
（おむつ１１０全体の縦方向の寸法を２等分する横断中心線上の点Ｔ２）までの離間寸法
である第２寸法（下方部分１８２の縦寸法）Ｍ２は、１４０～１５０ｍｍ、前ウエストパ
ネル１１４の下端縁１１４ａのうちの吸収パネル１１６と重なる部分（重畳部分）の横方
向Ｘの長さ寸法である第３寸法Ｍ３は１４０～１６０ｍｍ、前後ウエストパネル１１４の
下端縁１１４ａのうちの重畳部分の横方向Ｘの外側に位置する一対の非重畳部分のうちの
一方の非重畳部分の横方向Ｘの寸法である第４寸法（レッグ開口の寸法）Ｍ４は、８０～
９０ｍｍである。なお、第１寸法Ｍ１と第２寸法Ｍ２とは、横方向の寸法を２等分する、
上端縁１１４ｂから下端縁１１４ａへ垂直に延びる縦断中心線Ｊに沿って測定した。
【００４４】
　図７（ａ）を参照すると、一般的な女性用の下着２１０は、前後ウエスト域２１１，２
１２とクロッチ域２１３とを有し、ウエスト開口縁部とレッグ開口縁部には、下着本体と
は別体の弾性シート２２０，２２１が伸縮可能に取り付けられている。下着２１０は、正
面視において、前ウエスト域２１１の上端縁２１４ｂからレッグ開口の上端縁まで延びる
上方部分２８１と、上方部分２８１の下方に位置する下方部分２８２とを有する。ここで
、下着２１０において、前ウエスト域２１１の下端縁とは、一対のレッグ開口の上端どう
しを結ぶ下端縁２１４ａを意味する。
【００４５】
　下着２１０において、非伸長状態における、上端縁２１４ｂから前ウエスト域２１１の
下端縁までの縦方向の寸法である第１寸法（上方部分２８１の縦寸法）Ｎ１は１００～１
２０ｍｍ、前ウエスト域２１１の下端縁からクロッチ域２１３の最下端（下着２１０全体
の縦方向の寸法を２等分する横断中心線上の点Ｔ３）までの離間寸法である第２寸法（下
方部分２８２の縦寸法）Ｎ２は、１３０～１５０ｍｍ、前ウエスト域２１１の下端縁のう
ちのクロッチ域２１３との境界に位置する部分の横方向Ｘの寸法Ｎ３は１１０～１６０ｍ
ｍ、該部分の横方向Ｘの外側に位置する部分の横方向Ｘの寸法（レッグ開口の幅寸法）Ｎ
４は７２～８８ｍｍである。なお、第１寸法Ｎ１と第２寸法Ｎ２とは、横方向の寸法を２
等分する、上端縁２１４ｂから下端縁２１４ａへ垂直に延びる縦断中心線Ｊに沿って測定
した。
【００４６】
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　近年、女性を中心に、腰骨に上端部を引っ掛けるようにして着用する、股上の比較的に
浅いローライズタイプの下着や衣服等の衣類が多くなっている。一方、従来のパンツ型の
おむつは、ウエスト域の縦方向の寸法が比較的に大きく設計されており、ローライズタイ
プの衣類を着用する場合には、その一部が上方から衣類の外にはみ出るおそれがあった。
また、おむつのクロッチ域の横幅が比較的に大きな場合には、股下がごわついて不快感を
与えるとともに、一部が折れ重なったり折れ曲がったりして衣類の表面に段差状の外形ラ
インが現れ、外観視においておむつを着用していることが認識されるおそれがある。ロー
ライズタイプの衣類を好む、軽失禁用として初めておむつを着用するような比較的に若い
女性（４０代～６０代）の着用者にとっては、着用したときに、ローライズタイプの衣類
からおむつの一部がはみ出たり、衣類の表面に段差状の外形ラインが形成されることによ
って、おむつを着用していることを他人に知られることが心理的な負担となっていた。そ
こで、ローライズタイプの衣類を着用した場合であっても、一部がはみ出たり、股下がご
わついて段差状の外形ラインが形成されないような下着のような着用感を有するおむつが
望まれていた。
【００４７】
　図７（ａ）を参照すると、下着２１０を穿かせたドール９１に関する測定において、壁
面９０と最も近接した位置Ｕ３との離間寸法Ｒ３は１８ｍｍであり、下着２１０の一部が
衣服９２の上方からはみ出なかった。このように、下着２１０を穿かせたドール９１に衣
服９２を装着させた状態においては、下着２１０がドール９１にフィットされていること
によって、背面側に下着２１０のうちのドール９１にフィットされなかった部分がダブつ
いて段差を形成し、後方へ突出するようなことはなく、全体的にスリムな印象を与えるこ
とができる。下着２１０を装着した場合において、下着２１０の一部が衣服９２の上方か
らはみ出ない理由としては、下着２１０においては、第１寸法Ｎ１が第２寸法Ｎ２よりも
小さいことから、全体としてローライズタイプの形状をなすことが考えられる。また、第
１寸法Ｎ１と第２寸法Ｎ２との合計寸法が、２３０～２７０ｍｍであることから、股上寸
法２１０ｍｍのローライズタイプの衣服９２内において、下着２１０の下方部分２８２が
タブつくことはなく、ドール９１にフィットして衣服９２の表面にダブついた部分による
段差などが形成されなかったと考えられる。また、出願人は、異なる大きさを有する複数
の下着２１０について、同様の測定を行った結果、第１寸法Ｎ１と第２寸法Ｎ２との合計
寸法が２５０～２９０ｍｍの範囲内にある場合には、下方部分２８２がドール９１にフィ
ットしてダブつくことがないことを知見した。
【００４８】
　したがって、おむつ１０，１１０において、下着２１０のようにローライズタイプの形
状を有し、かつ、衣服９２内において下方部分８２，１８２がタブつかないためには、お
むつ１０，１１０の第１寸法Ｌ１，Ｍ１が第２寸法Ｌ２，Ｍ２よりも小さく、かつ、第１
寸法Ｌ１，Ｍ１と第２寸法Ｌ２，Ｍ２との合計寸法が、２５０～２９０ｍｍの範囲内であ
ることが必要であると考えられる。
【００４９】
　従来のおむつ１１０においては、前ウエスト域１１１からなる上方部分１８１の縦方向
の寸法である第１寸法Ｍ１と下方部分１８２の縦方向Ｙの寸法である第２寸法Ｍ２とにお
いて、第１寸法Ｍ１が第２寸法Ｍ２よりも小さく、かつ、第１寸法Ｍ１＋第２寸法Ｍ２が
少なくとも２９０ｍｍ以上である。図６（ｂ）を参照すると、従来のおむつ１１０を穿か
せたドール９１においては、衣服９２の背面側においてダブついた下方部分１８２が表面
に段差状に現れており、後方へ突出したような態様となっている。そのために、ドール９
１の壁面９０と最も近接する位置Ｕ２の離間寸法Ｒ２は、５ｍｍであった。また、第１寸
法Ｍ１が第２寸法Ｍ２よりも大きいことから、衣服９２の上方からおむつ１１０の一部１
１０Ａがはみ出ていた。このように、従来のおむつ１１０は、ドール９１にフィットせず
に、背面側において下方部分１８２がダブついて全体としてすっきりとした印象を与える
ことができず、また、衣服９２から一部１１０Ａがはみ出ることによって、外観を大きく
損なうおそれがある。
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【００５０】
　一方、本実施形態に係るおむつ１０においては、前ウエスト域１１からなる上方部分８
１の縦方向の寸法である第１寸法Ｌ１と下方部分８２の縦方向Ｙの寸法である第２寸法Ｌ
２とにおいて、第１寸法Ｌ１が第２寸法Ｌ２よりも小さく、かつ、第１寸法Ｌ１＋第２寸
法Ｌ２が２５０～２９０ｍｍの範囲内である。図５（ｂ）を参照すると、おむつ１０を穿
かせたドール９１において、壁面９０と最も近接した位置Ｕの壁面９０との離間寸法Ｒ１
は、１５ｍｍであって、衣服９２の背面側において下方部分８２がダブつくことはなく、
下方部分８２による段差が形成されなかった。また、衣服９２の上方からおむつ１０の一
部がはみ出ることはなかった。このように、おむつ１０がドール９１にフィットされるこ
とによって、衣服９２の表面にダブついた部分が外形ラインとして現れることはなくスッ
キリとした印象を与えるとともに、おむつ１０の一部が衣服９２からはみ出て外観を損な
うことはない。
【００５１】
　また、下着２１０においては、非伸長状態であっても、着用するときに、レッグ開口か
ら脚を挿通しやすいよう比較的にレッグ開口の幅寸法が大きく設計されており、具体的に
は、レッグ開口の幅寸法である第４寸法Ｎ４が股部の幅寸法である第３寸法Ｎ３の約４５
～８０％の大きさを有する。おむつ１０においては、第４寸法Ｌ４が第３寸法Ｌ３の約４
５～８０％の大きさであって、着用するときに、下着２１０と同様に、レッグ開口に脚を
挿通しやすいといえる。また、出願人の知見したところによれば、第４寸法Ｎ４が第３寸
法Ｎ３の４５％以下の大きさの場合には、レッグ開口が比較的に幅狭となって脚を挿通し
難く、一方かかる寸法比が８０％以上の大きさの場合には、レッグ開口が大きくなり過ぎ
るとともに、相対的に股部分が幅狭となって着用中に身体に食い込むおそれがあるといえ
る。
【００５２】
　また、本実施形態に係るおむつ１０では、主として大人の軽失禁を対象とするものであ
るから、吸収パネル１６に位置する吸収体３３は、軽失禁用でないおむつに比べて薄く、
かつ、その保水量が比較的に低くなっており、吸収体３３全体に体液が拡散した状態であ
っても、自重によって股下部分が下方へ垂れ下がることはない。具体的には、吸収体３３
の保水量は、１５０～４００ｇである。一方、従来のおむつ１１０においては、吸収体が
比較的に厚く、その保水量が５００～１２００ｇであって、吸収体全体に体液が拡散した
状態において、吸収体の自重によって下方部分１８２全体が下方へ垂れ下がるような歪な
形状となるので、衣服９２の外観において、従来のおむつ１１０の外形がより鮮明に現れ
るおそれがある。なお、一般的な高齢者の場合には、１度の排尿量が約１００～２００ｇ
であって、おむつ１０は、かかる排尿量を十分に吸収保持することができる。
【００５３】
＜吸収体の保水量の測定方法＞
　まず、おむつ１０からサイドシーム２５の位置する両側縁部を切り取るとともに、前後
ウエスト弾性体２０，２３及びレッグ弾性体６５を切断して、各弾性体の収縮力が作用し
ていない平らな状態のサンプルを得る。次に、サンプルの重量を測定（Ｅ）し、サンプル
全体をプレート状の容器に注いだ生理食塩水（０.９％ＮａＣｌ溶液）に３０分間浸した
。次に、３０分経過後に、サンプルのウエスト端部の両側を竿に固定したクリップに留め
て吊持した状態のまま１０分間放置した。最後に、脱水機（１５０Ｇ）の中にサンプルを
入れて９０秒間脱水した後の重量（Ｆ）を測定した。吸収体の保水量は、Ｆ（ｇ）－Ｅ（
ｇ）の算式によって求めた。なお、従来のおむつ１１０についても、同様の測定方法によ
って、保水量を求めた。
【００５４】
　また、本実施形態のおむつ１０においては、後下方ウエスト弾性体２３Ｂが配置された
伸縮域の伸長応力が、前下方ウエスト弾性体２０Ｂが配置された伸縮域の伸長応力よりも
低いことが好ましい。吸収パネル１６の後端部１９Ｂと前端部１９Ａとは、前後下方ウエ
スト弾性体２０Ｂ、２３Ｂと交差してその収縮力によって横方向Ｘの寸法が縮められると
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ころ、後端部１９Ｂの縮み量が前端部１９Ａの縮み量よりも小さくなり、後端部１９Ｂの
横寸法が前端部１９Ａの横寸法よりも大きくなることから、着用する前において、着用者
に対して臀部全体を被覆することができ、かつ、後ウエスト域１２側に排泄された体液を
十分に吸収、保持できることを視覚上認識させることができ、安心感を与えることができ
る。また、前後ウエストパネル１４，１５から透視される前後端部１９Ａ，１９Ｂの横寸
法が異なることから、おむつ１０の前後の識別が容易になる。また、透視された前端部１
９Ａが後端部１９Ｂよりも幅狭であることに加え、吸収パネル１６の横方向Ｘの寸法が比
較的に小さいことから、おむつ１０の正面視においてすっきりとした印象を与えることが
できる。したがって、着用者が身体にフィットした着衣を着用したときであっても、着衣
の上からおむつ１０の外形がはっきりと視認されることはなく、おむつ１０を初めて着用
する着用者に対して、着用することに対する抵抗感を低減することができる。
【００５５】
＜伸縮域の伸長応力の測定方法＞
　各伸縮域の伸長応力には、引張試験機（（株）島津製作所製）を用いて以下の方法で測
定した。まず、おむつ１０（通常の大人用おむつのＭサイズであって、横方向の寸法Ｗ１
が６００ｍｍ）において、シーム２５を剥離して前後ウエストパネル１４，１５を分離し
、前後ウエストパネル１４，１５の内面に接着剤を介して接合された吸収パネル１６の前
後端部１９Ａ，１９Ｂを両ウエストパネル１４，１５から取り外した後に、前後ウエスト
パネル１４，１５のそれぞれから前後下方ウエスト弾性体２０Ｂ，２３Ｂが配置された各
伸縮域を１４０ｍｍの幅で切り取って各サンプルとした。次いで、サンプルの一方端部を
可動治具（上チャック）、他方端部を固定治具（下チャック）にそれぞれ把持させた状態
において、チャック間の距離が３００ｍｍの状態から可動治具を速度３００ｍｍ／ｍｉｎ
で上方へ移動させ、チャック間の距離が４２５ｍｍまで離隔させて、動きを反転し、チャ
ック間が３００ｍｍになるまで接近させた後、再び動きを反転させてチャック間が４２５
ｍｍになるまで離隔させた時点の伸長応力（Ｎ）を測定した。
【００５６】
　かかる測定の結果、後下方ウエスト弾性体２３Ｂが配置された伸縮域の伸長応力が、約
１６Ｎ／ｍ、前下方ウエスト弾性体２０Ｂが配置された伸縮域の伸長応力が約２１Ｎ／ｍ
であった。また、同様の測定方法の結果、Ｌサイズのおむつ１０では、前者が約３．５Ｎ
／ｍ、後者が約１０Ｎ／ｍ、ＸＬサイズのおむつ１０では、前者が約１８Ｎ／ｍ、後者が
約２３Ｎ／ｍであった。
【００５７】
　従来のおむつ１１０においては、吸収パネル１１６の前端部１１９Ａの存在域において
前下方ウエスト弾性体１２０Ｂが切断、除去されていることから、おむつ１０における前
記の技術的効果を得ることはできない。また、従来のおむつ１１０において、前下方ウエ
スト弾性体１２０Ｂが吸収パネル１１６の前端部１１９Ａ、後ウエストパネルに配置され
た後下方ウエスト弾性体が吸収パネル１１６の後端部と交差する場合であっても、互いに
同じ伸長率を有する場合には、おむつ１０と同様の効果を得ることはできない。
【００５８】
　再び、図２を参照すると、既述のとおり、吸液性コア３５の両側縁３５ｃ，３５ｄは、
横方向Ｘの内側へ向かって凸曲した形状を有し、クロッチ域１３の中央部において防漏カ
フス６０の基端部６２と最も離隔している。吸液性コア３５は、シート部材よりも剛性の
高い半剛性であって、吸液性コア３５が基端部６２の近傍に位置するときには、基端部６
２がその剛性の影響を受けて起立し難くなるおそれがあるが、最も体液が溜まるクロッチ
域１３の中央部において基端部６２と吸液性コア３５とが最も離隔していることから、防
漏カフス６０の起立が阻害されることはなく、体液の横漏れを防止することができる。
【００５９】
　また、本実施形態においては、サイド延出部６１に位置する外側接合域４６と防漏カフ
ス６０の基端部６２を形成する内側接合域４７とが横方向Ｘにおいて互いに離隔している
。このように、外側接合域４６と基端部６２とが離隔していることによって、サイド延出
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部６１と防漏カフス６０とは互いの伸長、収縮作用による影響を受けることなく、独立し
て起立することができる。ただし、サイド延出部６１と防漏カフス６０とが互いに独立し
て起立する限りにおいて、おむつ１０の製造工程の簡略化のために、外側接合域４６と内
側接合域４７とが連続するように被覆シート３２に塗布されていてもよい。
【００６０】
　再び、図４を参照すると、吸収体３３の保水量が比較的に少ないことから比較的に肉薄
であるとともに、吸収パネル１６のレッグ弾性体６５が配置された両側部に多層構造を有
するサイド延出部６１が位置することによって、吸収パネル１６において、中央部の厚さ
寸法よりも両側部の厚さ寸法が大きくなっている。具体的には、吸収パネル１６の中央部
の厚さ寸法Ｄ１が、約２．０～４．０ｍｍ、両側部の厚さ寸法Ｄ２が約５．０～７．０ｍ
ｍである。ここで、吸収パネル１６の中央部とは、吸収体３３が配置された領域であって
、両側部（サイド延出部６１の配置された部分）間に位置する部分を意味し、少なくとも
、縦断中心線Ｐと横断中心線Ｑとが交わる点を含む領域を意味する。
【００６１】
　このように、吸収パネル１６の両側部の厚さ寸法Ｄ２が中央部の厚さ寸法Ｄ１よりも大
きいことから、防漏カフス６０が倒伏された、前後ウエスト域１１，１２の肌対向面側に
位置する前後端部１９Ａ、１９Ｂにおいて、身体と吸収パネル１６の中央部との間におい
て、両側部に囲まれたスペースが形成されて空気が流動されるので、おむつ１０内部の蒸
れを防止することができる。また、下着２１０は、レッグ開口縁部に下着本体とは別体の
弾性シート２２１を取り付けることによって、レッグ開口縁部の厚さ寸法が股下域の中央
部に厚さ寸法よりも大きくなっている。具体的には、股下域の中央部の厚さ寸法は０．８
～１．２ｍｍ、レッグ開口縁部の厚さ寸法は１．２～１．９ｍｍである。したがって、お
むつ１０と下着２１０とは、共に、股下域においてレッグ開口縁部が中央部よりも肉厚で
あるから、おむつ１０が下着になじみやすく、その動きに順応しやすくなるといえる。
【００６２】
　一方、従来のおむつ１１０では、吸収体の保水量が比較的に大きいことから比較的に肉
厚であって、かつ、おむつ１０のサイド延出部６１のような構成を有するものではないこ
とから、吸収パネル１１６において、吸収体の配置されたクロッチ域１１３の中央部の厚
さ寸法が吸収体の配置されていない、中央部の横方向の両側に位置する両側部の厚さ寸法
よりも大きくなっている。具体的には、吸収パネル１１６のクロッチ域１１３における中
央部の厚さ寸法は、７．０～１０．０ｍｍ、両側部の厚さ寸法は、１．０～３．０ｍｍで
ある。このように、従来のおむつ１１０では、下着２１０と異なり、吸収パネル１１６の
中央部が両側部よりも肉厚であることから、下着２１０に馴染みにくく、その動きに順応
し難いといえる。
【００６３】
　大人用のおむつの場合には、日常生活において、着衣の内側におむつを着用しているこ
とが外観において視認されないようにしたいという観点から、おむつ１０の厚さ寸法をで
きるだけ抑えるために、吸液性コアの厚さ寸法及び／又は幅寸法を小さくすることが好ま
しい。しかし、吸液性コアの厚さ寸法等を小さくした場合には、体液の吸液量が減少して
体液を十分に保持することができないおそれがある。本実施形態にかかるおむつ１０にお
いては、吸液性コア３５の両側縁３５ｃ,３５ｄから横方向Ｘの外側へ延びる内面シート
３１の延出部分３１Ａとコアカバーシート３６の延出部分３６Ａとから構成された親水性
層５０が、吸収パネル１６の両側縁１６ｃ，１６ｄに沿ってサイド延出部６１まで延在し
ていることから、親水性層５０において吸液性コア３５において吸収された体液を拡散又
はそれに吸収されなかった体液を直接吸収することができ、吸液性コア３５の吸液量を超
える体液を一時的に保持することができる。また、サイド延出部６１が安定的に身体に当
接されることによって、着用中にクロッチ域１３の両側縁部が臀裂に挟まれて臀部が露出
することはない。
【００６４】
　＜吸収パネルの厚さ寸法の測定方法＞
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　吸収パネルの中央部の厚さ寸法Ｄ１と両側部の厚さ寸法Ｄ２とは、厚み計（ＰＥＡＣＯ
ＣＫ　ＤＩＡＬ　ＴＨＩＣＫＮＥＳＳ　ＧＡＵＳＥ　径５０ｍｍ・測定圧３ｇ／ｃｍ２）
によって測定した。
【００６５】
　本発明の使い捨て着用物品を構成する各構成部材には、明細書に記載されている材料の
ほかに、この種の物品において通常用いられている各種公知の材料を制限なく用いること
ができる。また、明細書及び特許請求の範囲において、「第１」「第２」、「第３」及び
「第４」等の用語は、同様の要素、位置等を単に区別するために用いられる。
【符号の説明】
【００６６】
　１０　大人用のパンツ型着用物品（おむつ）
　１１　前ウエスト域
１２　　後ウエスト域
１３　　クロッチ域
１４　　前ウエストパネル
１４ａ　前ウエストパネルの下端縁（下端縁）
１４ｂ　前ウエストパネルの上端縁（上端縁）
１５　　後ウエストパネル
１６　　吸収パネル
１９Ａ　前端部
１９Ｂ　後端部
２０　　前ウエスト弾性体（ウエスト弾性体）
２０Ｂ　前下方ウエスト弾性体
２３　　後ウエスト弾性体（ウエスト弾性体）
２３Ｂ　後下方ウエスト弾性体
３１　　内面シート
３１Ａ　内面シートの延出部分
３２　　被覆シート
３３　　吸収体
３４　　防漏フィルム
３５　　吸液性コア
３６　　コアカバーシート
３６Ａ　コアカバーシートの延出部分
５０　　親水性層
５１　　第１疎水性層
５２　　第２疎水性層
６０　　防漏カフス
６１　　サイド延出部
６２　　基端部
６３　　自由部
６４　　カフ弾性体
６５　　レッグ弾性体
Ｄ１　　吸収パネルの中央部の厚さ寸法
Ｄ２　　吸収パネルの両側部の厚さ寸法
Ｌ１　　第１寸法
Ｌ２　　第２寸法
Ｌ３　　第３寸法
Ｌ４　　第４寸法
Ｘ　　　横方向
Ｙ　　　縦方向
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Ｚ　　　厚さ方向
 
【要約】　　　（修正有）
【課題】吸液性コアの保水量以上の体液を一時的に拡散、保液することのでき、女性が抵
抗感なく着用することのできる大人用のパンツ型着用物品の提供。
【解決手段】非伸長状態で、前ウエストパネル１４の下端縁１４ａから上端縁１４ｂまで
の第１寸法Ｌ１が、前ウエストパネルの下端縁から吸収パネル１６の下端縁までの第２寸
法よりも小さく、第１寸法と第２寸法の合計が、２５０～２９０ｍｍ。前ウエストパネル
の下端縁で吸収パネルと重なる部分の横方向Ｘの第３寸法に対して、下端縁のうちの重な
る部分の横方向の外側に位置する、一対の非重畳部分のうちの一方の非重畳部分の横方向
の第４寸法が４５～８０％の、吸収体の保水量は、１５０～４００ｇであって、前ウエス
ト域１１の横方向へ延びる前ウエスト弾性体２０の配置された伸伸長応力が、後ウエスト
域１２の横方向Ｘへ延びる後ウエスト弾性体２３が配置された伸縮域の伸長応力よりも高
い。
【選択図】図２

【図１】 【図２】



(16) JP 5866054 B1 2016.2.17

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(17) JP 5866054 B1 2016.2.17

【図７】



(18) JP 5866054 B1 2016.2.17

10

フロントページの続き

(72)発明者  川端　訓功
            香川県観音寺市豊浜町和田浜１５３１－７　ユニ・チャーム株式会社テクニカルセンター内

    審査官  北村　龍平

(56)参考文献  特開２０１３－１１８９６２（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００９／０１８２２９９（ＵＳ，Ａ１）　　
              特開平１１－２９９８２８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１５－１０４５４０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１４－１１７３４９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１３－２２６３９３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－０２５４８５（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｆ　１３／００　　　　　　　　　　　　　　　　
              　　　　　１３／１５　－　１３／８４


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	abstract
	drawings
	overflow

